
      ①
特
定
健
康
診
査
（
４０
歳
〜
６４
歳

の
方
）
 

Q
４
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
 

※
３
月
末
に
受
診
券
等
を
郵
送
し

ま
し
た
。
 

滷
特
定
健
康
診
査
（
６５
歳
以
上
の

方
）
 

Q
６
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
 

※
５
月
末
に
受
診
券
等
を
郵
送
し

ま
す
。
 

―
①
滷
共
通
―
 

L
市
内
委
託
医
療
機
関
 

P
800
円
（
非
課
税
世
帯
の
方
は
無

料
）
 

O
問
診
、
計
測
、
血
圧
測
定
、
尿

検
査
、
血
液
検
査
（
肝
機
能
、
脂

質
、
腎
機
能
、
血
糖
）、
必
要
に

応
じ
貧
血
検
査
、
心
電
図
、
眼
底

検
査
 

※
平
成
２１
年
３
月
の
加
入
者
に
は

４
月
末
、
４
月
加
入
者
に
は
５
月

末
に
受
診
券
等
案
内
を
郵
送
し
ま

す
。
５
月
以
降
の
加
入
者
の
方
は
、

申
し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
 

澆
特
定
保
健
指
導
 

　
特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
メ
タ

ボ
に
よ
る
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク

の
高
い
方
は
、
特
定
保
健
指
導
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
対
象
者
に
は

個
別
に
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。
 

　
特
定
保
健
指
導
で
は
、
メ
タ
ボ

に
よ
る
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
の

高
い
方
に
対
し
て
、
生
活
習
慣
改

善
の
き
っ
か
け
づ
く
り
の
た
め
の

支
援
を
行
い
ま
す
。
通
知
が
届
い

た
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
 

★
医
療
保
険
組
合
や
社
会
保
険
な

ど
に
加
入
し
て
い
る
４０
歳
〜
７４
歳

の
方
の
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
に
つ
い
て
は
、
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
組
合
等
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

 ◎
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
の
健
康
診
査
 

Q
６
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
 

P
無
料
 

※
５
月
末
に
受
診
券
等
を
郵
送
し

ま
す
。
場
所
・
内
容
は
国
保
と
同

様
で
す
。
 

 　
特
定
健
診
後
の
健
康
づ
く
り
講

座
を
９
月
と
平
成
２２
年
１
月
に
行

う
予
定
で
す
。
詳
し
く
は
、
後
日
、

広
報
や
し
お
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

J
健
康
増
進
課（
蕁
９９５
・
３
３
８
１
）
 

 

（７） No.701広報 平成21年4月10日 

改定後（平成21年度～23年度） 65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
が
改
定
さ
れ
ま
す
 

国
保
年
金
課 

蕁
　 

2
1
4

内 

　介護保険制度は、介護が必要になった方が費用の１
割を負担することで、さまざまな介護サービスを受け
ることができる仕組みになっており、４０歳以上の方が
納める保険料と公費（税金）を財源として運営されて
います。 
　６５歳以上の方は住まいのある市区町村から、４０歳か
ら６５歳までの方は加入している医療保険に加えられて
徴収されています。 

※保険料についての個別通知は、平成20年の所得および課税状況等
に応じて計算し、６月中旬にそれぞれのご自宅に郵送します。なお、
上記保険料については、国から介護従事者処遇改善臨時特例交付金
が充てられ、月額の保険料額（基準額）で54円引き下げられています。 

●生活保護を受給している方 
●世帯全員が住民税非課税で、
老齢福祉年金を受けている
方 

年額23,600円 
（基準額×0.5） 第１段階 

●世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が80万円以
下の方 

年額23,600円 
（基準額×0.5） 第２段階 

●世帯全員が住民税非課税で、
第２段階以外の方 

年額35,400円 
（基準額×0.75） 第３段階 

●世帯の誰かが住民税課税で
（本人は住民税非課税）、前
年の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円以下
の方 

年額43,000円 
（基準額×0.91） 

特例 
第４段階 

●世帯の誰かが住民税課税で、
本人は住民税非課税の特
例第4段階以外の方 

年額47,300円 
（基準額×1.0） 

第４段階 
（基準額） 

●本人が住民税課税で、前年
の合計所得金額が125万円
未満の方 

年額54,800円 
（基準額×1.16） 第５段階 

●本人が住民税課税で、前年
の合計所得金額が125万円
以上200万円未満の方 

年額59,100円 
（基準額×1.25） 第６段階 

●本人が住民税課税で、前年
の合計所得金額が200万円
以上400万円未満の方 

年額70,900円 
（基準額×1.5） 第７段階 

●本人が住民税課税で、前年
の合計所得金額が400万円
以上の方 

年額82,700円 
（基準額×1.75） 第８段階 

対　　象　　者 保　険　料 保険料段階 

改定前（平成18年度～20年度） 

●生活保護を受給している方 
●世帯全員が住民税非課税で、
老齢福祉年金を受けている
方 

年額22,300円 
（基準額×0.5） 第１段階 

●世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が80万円以
下の方 

年額22,300円 
（基準額×0.5） 第２段階 

●世帯全員が住民税非課税で、
第２段階以外の方 

年額33,400円 
（基準額×0.75） 第３段階 

●世帯の誰かが住民税課税で、
本人は住民税非課税の方 

年額44,600円 
（基準額×1.0） 

第４段階 
（基準額） 

●本人が住民税課税で、前年
の合計所得金額が200万円
未満の方 

年額55,700円 
（基準額×1.25） 第５段階 

●本人が住民税課税で、前年
の合計所得金額が200万円
以上の方 

年額66,900円 
（基準額×1.5） 第６段階 

対　　象　　者 保　険　料 保険料段階 

を
受
け
ま
し
ょ
う
!

を
受
け
ま
し
ょ
う
!

　
平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
、
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
４０
歳
〜
７４
歳
の
す
べ
て
の
方

を
対
象
に
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内

臓
脂
肪
症
候
群
）に
主
眼
を
置
い
た
新
し
い
健

診
「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
」
が
始
ま

り
ま
し
た
。
腹
囲
測
定
が
加
わ
り
、
健
診
結

果
か
ら
必
要
な
方
に
特
定
保
健
指
導
を
行
い

ま
す
。
 

　
特
定
健
診
と
特
定
保
健
指
導
は
、
医
療
保

険
組
合
等
が
実
施
し
ま
す
。
受
診
方
法
な
ど
、

よ
く
確
認
し
て
受
診
し
ま
し
ょ
う
。
 

　
な
お
、
事
業
主
健
診
や
人
間
ド
ッ
ク
を
受

け
た
場
合
は
、
そ
の
結
果
を
そ
れ
ぞ
れ
の
保

険
者
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

八
潮
市
国
民
健
康
保
険
 

加
入
者
の
 

特
定
健
康
診
査
・
 

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内
 


